
資格確認書 初回アカウント作成方法ヤマトグループ健康保険組合加入者向け

「資格確認書」をご利用いただくためには会員登録が必要です。 初回ログイン時には被保険者等の
記号・番号が必要です。
マイナポータル、資格情報のお知らせ、健康保険証のいずれかを手元にご用意ください。

医療機関から資格確認書が利用できないと言われた場合

以下の手順でご対応お願いいたします。

①ヤマトグループ健康保険組合のホームページ
をご提示いただき、資格確認書が有効である旨
をご説明ください。

URL：https://www.ytckempo.or.jp/

②それでも解決しない場合は、ヤマトグループ健康保
険組合へご連絡いただくようお伝えください。

連絡先：03-6327-1046
(受付時間 平日 9:00～11:50 / 12:50～17:00)

06133425


